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広報伊丹■２０２１（令和３）年１月１５日 第１４３８号（４）

１月２８日から、きららホールなどで市・県民税申告の出
張受け付けを行います。また、２月１６日～３月１５日、産業
振興センターで令和２年分所得税および復興特別所得税な
どの確定申告相談を受け付けます。今年から産業振興セン
ターでの市・県民税の申告の受け付けは行いません。新型

イ ー タ ッ ク ス

コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送やｅ―Ｔａｘ
での申告に協力をお願いします。

令和３年度市・県民税、所得税な
ど
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1月28日から出張受け付け

令
和
３
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告

の
受
け
付
け
を
、
▽
市
役
所
２
階
の

市
民
税
課
窓
口
▽
出
張
申
告
会
場

（
表
１
）
▽
郵
送
―
―
で
受
け
付
け

ま
す
。

出
張
受
け
付
け
は
１
月
２８
日
か
ら

行
い
ま
す
。
会
場
に
よ
っ
て
開
設
日

時
が
異
な
る
た
め
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。今

年
か
ら
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
で

の
市
・
県
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け

は
行
わ
な
い
た
め
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住
し

▽
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
▽
勤
務

先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が

な
い
▽
給
与
所
得
以
外
に
年
金
、
恩

給
が
あ
る
▽
年
金
、
恩
給
を
受
け
、

社
会
保
険
料
や
生
命
保
険
料
な
ど
の

控
除
を
受
け
る
※
市
内
に
事
業
所
ま

た
は
家
屋
敷
が
あ
り
、
市
外
に
住
所

が
あ
る
―
―
人
な
ど
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
は

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
（
※
に
該
当
す
る
か
確

定
申
告
と
は
異
な
る
課
税
方
式
を
選

択
す
る
場
合
は
除
く
）。

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド

（
氏
名
・
住
所
な
ど
が
住
民
票
記
載

事
項
と
一
致
し
て
い
る
も
の
の
み
）

と
本
人
確
認
書
類
、
所
得
の
証
明
と

な
る
も
の
（
令
和
２
年
中
の
源
泉
徴

収
票
や
給
与
支
給
明
細
書
な
ど
）

と
、
▽
社
会
保
険
料
控
除
（
国
民
健

康
保
険
・
国
民
年
金
・
介
護
保
険
の

支
払
っ
た
額
な
ど
）
▽
生
命
保
険
料

控
除
▽
医
療
費
控
除
▽
地
震
保
険
料

控
除
▽
平
成
１８
年
１２
月
３１
日
ま
で
に

締
結
し
た
旧
長
期
損
害
保
険
料
控
除

▽
寄
附
金
税
額
控
除
―
―
な
ど
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
領
収
書
か
証
明

書
。

◎
郵
送
で
の
提
出
に
協
力
を

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
と
し
て
窓
口
の
混
雑
緩
和
を
図
る

た
め
、
郵
送
で
の
提
出
に
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
か
通
知
カ

ー
ド
と
本
人
確
認
書
類
の
写
し
、
必

要
書
類
を
添
え
て
３
月
１５
日
ま
で
に

郵
送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・
８
５
０
３

伊
丹
市
役
所
市
民
税
課
へ
。

窓
口
・
出
張
申
告
会
場
で
申
告
を

行
う
場
合
は
、
申
告
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
に
▽
申
告
書
へ
の
氏
名
・
住

所
な
ど
の
記
入
▽
収
入
や
控
除
の
証

明
書
な
ど
の
整
理
▽
医
療
費
控
除
の

明
細
書
の
作
成
―
―
を
事
前
に
行

い
、
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

＊

＊

問
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。

所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税なななななななななななななななななななな
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

2月16日から受け付け

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
個

人
事
業
者
）
・
贈
与
税
の
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
表
２
の
通
り
実
施

し
ま
す
。

期
間
中
、
伊
丹
税
務
署
で
は
納
税

証
明
書
の
発
行
、
用
紙
の
交
付
を
行

い
ま
す
。
郵
送
で
用
紙
の
交
付
を
希

望
す
る
人
は
、
確
定
申
告
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
同
署
へ
電
話
し
、
音
声
案

内
で
「
０
」
を
選
択
）
へ
問
い
合
わ

せ
を
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税

◆
対
象
者

給
与
所
得
者
で
▽
令
和
２
年
中
の

収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
▽
給
与

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
を

超
え
る
▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

が
あ
る
▽
土
地
や
建
物
を
売
っ
た

―
―
人
な
ど
。

◆
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

人
令
和
２
年
中
の
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
の
合
計
額
が
４００
万
円
以
下

で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
の

人
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
（
提
出

・
納
税
）
が
不
要
で
す
。

な
お
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

場
合
、
株
式
な
ど
の
損
失
を
翌
年
に

繰
り
越
す
場
合
は
、
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
が
不
要
で
も
市
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
あ
り

確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
、
市
役
所
に
届
い
て
い
る
年
金
資

料
な
ど
で
課
税
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
や
医
療
費
な
ど
控
除
に

加
え
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
確
定
申
告

が
不
要
で
も
市
・
県
民
税
の
申
告
を

す
る
こ
と
で
、
市
・
県
民
税
が
減
額

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２
２

へ
。

◆
国
税
手
続
き
の
簡
素
化
に
つ
い
て

平
成
３１
年
４
月
以
後
の
申
告
書
提

出
時
の
源
泉
徴
収
票
の
添
付
が
不
要

に
な
り
ま
し
た
。
源
泉
徴
収
票
な
ど

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
住
民
税
に
関

す
る
事
項
を
含
め
、
申
告
書
第
二
表

な
ど
に
確
実
に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。産

業
振
興
セ
ン
タ
ー
で
確
定
申
告

書
を
作
成
す
る
人
は
源
泉
徴
収
票
な

ど
が
必
要
な
た
め
、
忘
れ
ず
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
控
除
の
提
出
書
類
の
簡

略
化
に
つ
い
て
】
令
和
２
年
分
以
降

は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た

は
提
示
に
よ
ら
ず
、
医
療
費
控
除
の

明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

【
青
色
申
告
特
別
控
除
の
適
用
に

つ
い
て
】
令
和
２
年
分
以
降
、
６５
万

円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
の
適
用
は

ｅ
"
Ｔ
ａ
ｘ
か
電
子
帳
簿
保
存
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

【
申
告
納
付
期
限
と
振
替
納
税
の

利
用
】
確
定
申
告
な
ど
所
得
税
の
申

告
納
付
期
限
は
３
月
１５
日
で
す
。
納

付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
（
個
人
事
業
者
）

◆
対
象
者

▽
平
成
３０
年
の
課
税
売
上
高
（
売

り
上
げ
や
収
入
）
が
１
千
万
円
を
超

え
る
▽
３０
年
の
課
税
売
上
高
が
１
千

万
円
以
下
で
令
和
２
年
分
の
「
消
費

税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を
提

出
し
て
い
る
―
―
事
業
者
。

◆
消
費
税
確
定
申
告
書
の
作
成
に
は

▽
「
区
分
経
理
」
を
し
た
帳
簿
の

保
存
#
仕
入
れ
や
経
費
に
軽
減
税
率

（
８
％
）
対
象
品
目
が
あ
る
場
合
、

仕
入
れ
や
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
帳

簿
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

る
た
め
に
は
、
「
区
分
経
理
」
を
し

た
帳
簿
の
保
存
を
▽
「
課
税
取
引
金

額
計
算
表
」
の
作
成
#
決
算
書
類（
青

色
申
告
決
算
書
な
ど
）
に
記
載
の
決

算
額
は
税
率
ご
と
の
区
分
が
な
い
た

め
、
決
算
書
類
か
ら
は
消
費
税
の
申

告
書
の
作
成
が
で
き
ま
せ
ん
。
「
課

税
取
引
金
額
計
算
表
（
事
業
所
得

用
）
」
な
ど
の
様
式
を
用
い
て
整
理

を
。

◆
申
告
・
納
付
期
限
と
振
替
納
税
の

利
用消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申

告
と
納
付
期
限
は
３
月
３１
日
で
す
。

納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

贈
与
税

◆
対
象
者

▽
令
和
２
年
中
に
個
人
か
ら
１１０
万

円
を
超
え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た

▽
２
年
中
に
個
人
か
ら
財
産
を
受

け
、
相
続
時
精
算
課
税
を
適
用
す
る

―
―
人
。

◆
申
告
と
納
税

令
和
２
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
は
、
２
月
１
日
〜
３
月
１５
日
で

す
。

＊

＊

申
告
書
作
成
会
場
へ
の
入
場
に
は

入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
会
場
内
に
筆
記
用
具
な
ど

は
用
意
し
て
い
な
い
た
め
、
ボ
ー
ル

ペ
ン
や
計
算
器
具
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

問
伊
丹
税
務
署
!

７７９
・
６
１
２

１
。

高
齢
者
の
障
害
者
控
除

該
当
者
は
認
定
申
請
を

６５
歳
以
上
で
介
護
認
定
（
要
支

援
１
・
２
、
要
介
護
１
〜
５
）
を

受
け
て
い
る
人
（
昨
年
１２
月
３１
日

現
在
）
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
な
く
て
も
申
請
に
よ

り
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
で
、
障
害
者
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

対
象
の
高
齢
者
が
税
制
上
の
控

除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
該

当
す
る
場
合
で
も
対
象
と
な
り
ま

す
。認

定
書
の
必
要
な
人
は
対
象
高

齢
者
の
介
護
保
険
証
、
窓
口
に
来

る
人
の
印
鑑
と
公
的
身
分
証
明
書

を
持
っ
て
直
接
、
市
役
所
１
階
の

地
域
・
高
年
福
祉
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
の
認
定
申

請
に
際
し
、介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
の「
事
業
対
象
者
」と
判

定
さ
れ
た
人
は
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

問
市
地
域
・
高
年
福
祉
課
!

７８４

・
８
０
９
９
。

お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控
除

確
定
申
告
で
お
む
つ
費
用
の
医

療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
寝
た

き
り
の
状
態
で
治
療
上
お
む
つ
の

使
用
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、

医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
で
同
控
除
を
申
告
す

る
場
合
、
２
年
目
以
降
の
確
定
申

告
で
は
、
要
介
護
認
定
時
の
主
治

医
意
見
書
の
記
載
に
よ
り
▽
寝
た

き
り
状
態
に
あ
る
▽
尿
失
禁
発
生

の
可
能
性
が
あ
る
―
―
こ
と
が
確

認
で
き
た
場
合
に
限
り
「
お
む
つ

代
の
医
療
費
控
除
に
係
る
確
認
証

明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
市
役
所

１
階
の
介
護
保
険
課
で
申
請
を
。

問
市
介
護
保
険
課
!

７８４
・
８
０

３
７
。

就
学
援
助
な
ど
の
申
請

所
得
が
な
い
人
も
申
告
を

小
・
中
学
校
就
学
援
助
や
特
別

支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
申
請
・

認
定
に
は
、
同
一
世
帯
内
（
乳
幼

児
・
小
・
中
学
生
除
く
）
で
所
得

が
な
い
人
で
も
収
入
の
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
忘
れ
ず
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
教
委
学
事
課
!

７８４
・
８
０

８
６
。

市
税
条
例
を
改
正

（
公
財
）
兵
庫
県
健
康
財
団
が
医

療
従
事
者
を
支
援
す
る
た
め
に
設

置
し
た
「
ひ
ょ
う
ご
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
支
援
基
金
」
に
対

す
る
寄
附
金
が
個
人
市
民
税
の
寄

附
金
税
額
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

し
た
。

令
和
２
年
４
月
２７
日
以
降
に
同

基
金
に
対
し
て
支
出
し
た
寄
附
金

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。

県
民
緑
税
の

実
施
期
間
を
延
長

県
は
、
緑
の
保
全
・
再
生
を
社

会
全
体
で
支
え
る
た
め
、
平
成
１８

年
度
か
ら
県
民
緑
税
（
県
民
税
均

等
割
の
超
過
課
税
）
を
導
入
し
、

森
林
の
防
災
面
で
の
機
能
強
化
や

都
市
環
境
の
改
善
、
防
災
性
の
向

上
な
ど
を
目
的
に
都
市
の
緑
化
を

進
め
て
い
ま
す
。

近
年
の
災
害
リ
ス
ク
の
高
さ

や
、
ま
ち
の
中
心
部
で
の
緑
地
の

不
足
な
ど
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今

後
も
災
害
に
強
い
森
づ
く
り
と
ま

ち
な
み
緑
化
を
計
画
的
に
進
め
る

た
め
、
課
税
期
間
を
令
和
７
年
度

ま
で
延
長
し
ま
す
。

税
率
は
▽
個
人
#
８００
円
▽
法
人

#
均
等
割
額
の
１０
％
相
当
額
（
年

額
２
千
〜
８
万
円
）。

問
県
税
務
課
!

０７８
・
３６２
・
３
０

８
６
。

新春お年玉付きクイズ

答えを発表

本紙１月１日号４面「お年玉付き
市内探検すごろく」のクイズに答え
てできるキーワードは「ひこまる」
でした。
各クイズの答えは▷Ａ＝ひがしの
▷Ｂ＝こうえん▷Ｃ＝まるしぇ▷Ｄ
＝ぼるだりんぐ――です。
たくさんのご応募ありがとうござ
いました。当選者には順次プレゼン
トを発送します。

市広報課!７８４－８０１０

表１ 市・県民税の申告の出張受け付け

開設日時

午前９時半～午後４時
（正午～午後１時は昼休み）

午前９時半～午後１時

表２ 所得税および復興特別所得税、消費税（個人事業者）、贈与税の相談・受け付け

開設日時

午前９時～午後４時（申告
相談の受け付けは早めに終
了する場合があります）

１月２８日㈭

１月２９日㈮

２月２日㈫

２月３日㈬

２月１６日～３月１５日（土・
日曜、祝日除く。ただし２
月２１・２８日の日曜は開設）

会場

きららホール

神津交流センター

南センター

野間笠松センター

会場

産業振興センター（６階）
※作成済みの申告書の提出
は、４階で受け付け


